
１２Kami

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

参
加
者
募
集

　

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
の

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
に
参
加
し
ま

せ
ん
か
。

【
対
象
】

市
内
在
住
で
65
歳
以
上
の
方

【
実
施
期
間
】

４
月
～
翌
年
３
月
、
毎
月
２
回

程
度
（
水
曜
日
10
時
～
14
時
）

【
内
容
】
健
康
チ
ェ
ッ
ク
・
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
認
知
症
予

防
教
室
や
折
り
紙
等
の
創
作
・

給
食
サ
ー
ビ
ス
等

【
参
加
費
】
１
回
600
円

【
募
集
人
員
】
26
人

【
申
込
方
法
】
３
月
６
日
（
月)

～
20
日
（
月
）
の
間
に
電
話
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
後
日

利
用
申
込
書
を
提
出
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

☎
53

・

２
６
３
１

ふ
れ
あ
い
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　

舟
入
川
周
辺
約
３
㌔
を
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
し
ま
せ
ん
か
。
子
ど

も
か
ら
大
人
ま
で
た
く
さ
ん
の

方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
日
時
】※

雨
天
中
止

③
第
１
回　

自
衛
官
候
補
生

【
受
付
期
間
】

年
間
を
通
じ
て
実
施

【
試
験
日
】

学
科
試
験　

５
月
27
日(

土)

～
29
日(

月)

※

W
E
B
試
験
（
個
別
方
式
）

口
述
試
験
等　

６
月
４
日(

日)

④
第
１
回　

予
備
自
衛
官
補

【
受
付
期
間
】

１
月
10
日
～
４
月
６
日
（
木
）

【
試
験
日
（
技
能
）
】

学
科
・
口
述
試
験
等　

４
月
15
日(

土)

【
試
験
日
（
一
般
）
】

学
科
試
験　

４
月
８
日(

土)

～
10
日(

月)

※

W
E
B
試
験
（
個
別
方
式
）

口
述
試
験
等　

４
月
16
日(

日)
受
験
資
格
や
給
与
、
勤
務
体
制

な
ど
詳
し
く
は
、
自
衛
隊
高
知

地
方
協
力
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
高
知
地
方
協
力
本
部

安
芸
地
域
事
務
所

☎
０
８
８
７
・
35
・
２
７
４
９

助
成
・
相
談

３
月
28
日
（
火
）
10
時
～
11
時

【
集
合
場
所
】
ふ
れ
あ
い
交
流

セ
ン
タ
ー
駐
車
場

【
コ
ー
ス
】
舟
入
川
周
辺
約
３
㌔

【
参
加
費
】
無
料

【
申
込
期
限
】
３
月
20
日
（
月)

【
持
ち
物
等
】
タ
オ
ル
・
水

筒
・
帽
子
・
運
動
の
で
き
る
服
装

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

☎
53

・

２
６
３
１

自
衛
官
等
の
採
用
試
験

①
幹
部
候
補
生
（
一
般
）

【
受
付
期
間
】

第
１
回
採
用
試
験

３
月
１
日
～
４
月
14
日
（
金
）

第
２
回
採
用
試
験

３
月
１
日
～
６
月
15
日
（
木
）

※

飛
行
要
員
を
除
く

【
１
次
試
験
日
】

第
１
回
採
用
試
験

４
月
22
日(

土)

・
23
日(

日)

※

23
日
は
飛
行
要
員
希
望
者
の
み

第
２
回
採
用
試
験

６
月
24
日
（
土
）

②
第
１
回　

一
般
曹
候
補
生

【
受
付
期
間
】

３
月
１
日
～
５
月
９
日
（
火
）

【
試
験
日
】

１
次
試
験　

５
月
20
日(

土)

２
次
試
験　

６
月
17
日(

土)

資料請求は

こちらから

福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成

申
込
受
付
開
始

令
和
５
年
度
香
美
市
福
祉
タ

ク
シ
ー
料
金
助
成
事
業
の
申
込

受
付
を
、
３
月
22
日(

水)

か
ら

開
始
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
市
内
在
住
で
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
年
齢
が
満
70
歳
以
上
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

　

級
の
方
、
３
級
・
４
級
の
う

　

ち
下
肢
障
害
・
体
幹
機
能
障

　

害
の
方

③
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　

１
級
・
２
級
の
方

⑤
運
転
免
許
証
を
返
納
し
た
方

⑥
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

【
事
業
内
容
】

香
美
市
内
の
医
療
機
関
へ
の
通

院
・
買
い
物
・
社
会
参
加
等
の

た
め
に
、
当
事
業
に
協
力
す
る

市
内
の
タ
ク
シ
ー
会
社
を
利
用

し
た
場
合
、
タ
ク
シ
ー
料
金
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

※

市
外
へ
の
通
院
は
、
特
別
な
事
情

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方
の
み
対
象

（
現
在
は
透
析
の
み
）
。

【
助
成
額
】

１
回
の
利
用
に
つ
き
、
料
金
か

ら
千
円
を
差
し
引
い
た
額
の
２

分
の
１
（
上
限
あ
り
）
。
た
だ
し
、

視
覚
障
害
の
１
級
、
お
よ
び
下

肢
・
体
幹
機
能
障
害
１
～
２
級

に
該
当
す
る
方
は
、
料
金
か
ら

千
円
を
差
し
引
い
た
額
の
全
額

（
上
限
あ
り
）
を
助
成
し
ま
す
。

タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
は
、
自
己

負
担
分
の
み
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

【
申
請
方
法
】

保
険
証
等
の
本
人
確
認
書
類

（
障
害
者
の
方
は
障
害
者
手
帳
、

運
転
免
許
を
返
納
し
た
方
は
運

転
経
歴
証
明
書
）
を
持
参
の
う

え
、
健
康
介
護
支
援
課
ま
た
は

各
支
所
で
、
３
月
22
日
以
降
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※

利
用
開
始
は
４
月
１
日
か
ら

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

健
康
介
護
支
援
課
社
会
長
寿
班

☎
52
・
９
２
８
０

香
北
支
所

☎
52
・
９
２
８
５

物
部
支
所

☎
52
・
９
２
８
８

介
護
が
必
要
な
方
に

生
活
管
理
指
導
員
を
派
遣

　

市
内
に
在
住
・
在
宅
の
65
歳

以
上
の
方
で
、
介
護
保
険
の
対

象
と
な
ら
ず
、
次
の
①
、
②
の

い
ず
れ
か
の
条
件
に
当
て
は
ま

る
方
を
対
象
に
、
生
活
管
理
指

導
員
を
派
遣
す
る
事
業
が
あ
り

ま
す
。

①
基
本
的
な
生
活
習
慣
が
身
に

　

つ
い
て
い
な
い
、
ま
た
は
対

　

人
関
係
が
う
ま
く
い
か
ず
社

　

会
適
応
が
難
し
い
方
で
、
介

　

護
を
必
要
と
し
て
い
る
方

②
一
時
的
な
心
身
の
障
害
や
傷

　

病
で
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

　

が
難
し
い
方
で
、
介
護
を
必

　

要
と
し
て
い
る
方

【
派
遣
期
間
】

①
基
本
的
な
生
活
習
慣
が
身
に

　

つ
く
か
社
会
適
応
が
で
き
る

　

ま
で

②
継
続
し
て
６
カ
月
以
内

【
サ
ー
ビ
ス
内
容
】

①
生
活
す
る
上
で
必
要
な
家
事

　

な
ど
の
支
援
や
、
人
と
の
関

　

係
を
う
ま
く
作
れ
る
よ
う
助

　

言
を
行
う
支
援
な
ど

②
身
体
介
護
や
家
事
な
ど

【
負
担
額
】
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
に

必
要
な
金
額
の
１
割

※

生
活
保
護
世
帯
の
方
は
無
料

【
申
請
方
法
】
ま
ず
は
健
康
介

護
支
援
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
・
申
込
先
】

健
康
介
護
支
援
課
社
会
長
寿
班

☎
52
・
９
２
８
０

◆令和５年度から保険証の更新月が７

　月になるため、３月に保険証は郵送

　しません。誤って廃棄しないように

　ご注意ください。

◆現在お持ちの被保険者証は令和５年

　７月３１日までご使用いただけます。

　また、令和５年８月以降の保険証に

　ついては、令和５年７月下旬に世帯

　主宛に郵送します。

◆高齢受給者証は令和５年８月以降保

　険証との一体化のため、郵送はあり

　ません。特定疾病療養費受療証につ

　いては令和５年７月中旬～下旬に郵

　送します。

『就職して健康保険ができた』『家族

の健康保険の扶養に入った』など、他

制度の健康保険に加入しているのに国

民健康保険の新しい被保険者証が届い

た場合には、国保脱退の届け出が必要

です。

　国保の保険証・新しい保険証・届出

者の本人確認書類（運転免許証等）を持

参の上、窓口で手続きしてください。

窓口・問い合わせ先

市民保険課　☎５３－３１１５

香 北 支 所　☎５２－９２８５

物 部 支 所　☎５２－９２８８

保険証保険証を

　　捨　　捨てないでくださいてないでください

　交通事故やケンカ、食中毒や他人の

犬に噛まれたなど、本人以外の第三者

の行為によるケガ等の治療を国保で受

診する場合、医療機関の窓口への申し

出と、国保係に届出が必要です。届出

時には、状況や加害者などについてお

伺いすることになるので、まずはお電

話でお問い合わせください。

他の健康保険に

　　加入していませんか？

もしももしも交通事故等交通事故等

　　　　　　　　　　にあったときにあったとき

保険証を

　　捨てないでください

もしも交通事故等

　　　　　にあったとき

令和５年春季全国火災予防運動
３月１日（水）～７日（火）

【問い合わせ先】

消防本部消防課予防班　☎５３－４１７９

　全国統一防火標語　 お出かけは　マスク戸締り　火の用心

　香美市では毎年、枯草等を焼却中に、周囲に

燃え広がり、火災になるケースが多発していま

す。空気が乾燥し風も強い時季が続きますので、

火気の取扱いには充分注意してください。

　やむを得ず焼却する場合は、消防署に事前に

届出をし、周りの迷惑にならないようにしてく

ださい。

　なお、廃棄物の焼却は法律で禁止されていま

すので絶対に行わないでください。

火災予防のポイント

●風の強い日には焼却をしない。

○消火器や水バケツの準備。

●周囲に燃えやすいものを置かない。

○大きな火にならないように注意する。

●焼却中その場を離れない。

○水などをかけて完全に消火する。


